
 ご案内に記載しております「　１．松茂町に登録の内容　」をご確認下さい。

登録内容に変更がない場合

下記①から⑨の書類＋⑩と⑪については必要な場合のみ

① 指定給水装置工事事業者指定申請書（様式第１号（第18条関係））

② 誓約書（様式第２号（第１８条及び第34条関係））

③ 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書（様式第３号（第22条関係））

主任技術者免状の写し＋運転免許証など顔写真が確認できる書類の写し

または、主任技術者証（顔写真のあるもの）の写し

⑤ 機械器具調書（別表（第18条関係））

法人の場合・・・定款又は寄付行為＋登記事項証明書

個人の場合・・・代表者の住民票の写し

⑦ 会社又は事業所の位置図

⑧ 以前に発行した指定工事事業者証

⑨ 指定（更新）時確認書（様式第１号（第４条関係））全３ページ

⑩ 受講を証明する書類（受講証・修了証等）の写し

資格を証明する書類（資格者証）の写し

＋

登録内容に変更がある場合

上記①から⑨の書類および⑩⑪については必要な場合のみ

＋
⑫ 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書

⑪

資格証に顔写真がない場合は運転免許証など
顔写真が確認できる書類の写し

更新申請に必要な提出書類

更新時に指定給水装置工事事業者の更新についてのご案内をお送りします。

④

⑥

※⑨の確認書で４．過去1年以内の．．．適切に作業を行うことができる技能を有する者
　の状況で資格等を保有されている方がいる場合

※⑨の確認書で１．水道事業者が実施している指定給水装置工事事業者研修会、
　 ３．給水装置工事主任技術者等の研修会に参加された方がいる場合


